
千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この事業は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年５月２６日法律第３０号）

附則第１１条第２項に定める登録研修機関（以下「登録研修機関」という。）を新たに開

設しようとする者に対し、喀痰吸引等研修の実施に必要な初度備品の購入経費を助成す

ることにより登録研修機関の開設を促進し、もって喀痰吸引等の行為を実施することの

できる介護人材を養成し、喀痰吸引等が必要な者に対するサービスの質の向上を図るこ

とを目的とする。 

２ 知事は、千葉県地域医療介護総合確保基金条例（平成２７年千葉県条例第７号）に定 

める千葉県地域医療介護総合確保基金を活用し、予算の範囲内において、千葉県補助金 

等交付規則（昭和３２年千葉県規則第５３号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基 

づき補助金を交付する。 

 

（補助対象者等） 

第２条 この補助金の対象者、基準額、補助率及び対象経費は、別表のとおりとする。 

  ただし、補助金の交付を決定した日の属する年度の翌年度以内に登録研修機関として

千葉県の登録を受けなかった場合、若しくは登録研修機関として千葉県の登録を受けた

後、６月以内に千葉県内において研修開始実績がない場合は、原則として補助金の返還

を要する。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者（養成施設、社会福祉 

協議会等の県が適当と認めた法人・団体にあってはその役員等（業務を執行する社員、 

取締役、執行役、理事若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該 

団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者 

をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は、 

補助の対象とならない。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

（２）次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の

履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反

復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 

  ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を

知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 



  イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、

暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若し

くは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

  ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方

（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、

当該契約を締結する行為 

（３）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

３ 規則第１７条第 1項第 3号の知事が定める者は、前項第２号又は第３号に該当する者 

（補助事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、その役員等が同項各号 

のいずれかに該当する者である法人その他の団体）とする。 

 

（補助金の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は、総事業費から負担金その他の収入額を控除した額、対象

経費の実支出額及び別表に定める基準額を比較して最も少ない額に補助率を乗じて得た

額とする。 

 ただし、算定された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。 

 

（交付の申請）  
第４条 規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、  
別紙様式１による申請書に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

   

（交付の条件） 

第５条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）事業内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければ

ならない。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

（４）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても

  善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければな

  らない。 

（５）補助金と事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収

入及び支出についての証拠書類を整理し、これらを事業完了の日（事業の中止又は廃



止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管

しなければならない。 

 

（承認申請） 

第６条 前条第１号又は第２号の規定により承認を受けようとするときは、変更（中止・

廃止）承認申請書（別紙様式２）を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定） 

第７条 知事は、交付申請があったときは、提出された補助金交付申請書（別紙様式１）

その他関係書類等の審査を行い、適当と認められる場合は補助金の交付を決定し、補助

金の交付の決定を受けた者に通知する。 

 

（実績報告） 

第８条 規則第１２条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して１カ月を経過

した日（第５条第２号に掲げる条件により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあ

っては、当該通知を受理した日から１カ月を経過した日）又は事業実施翌年度の４月 

１０日のいずれか早い日までに別紙様式３による報告書に関係書類を添えて知事に提出

しなければならない。 

 

（額の確定） 

第９条 知事は、前条の規定による実績報告の審査又は必要に応じて行う現地調査等に 

より、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めた 

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定を受けた者に通知する。 

 

（交付の請求） 

第１０条 補助金の額の確定後において、補助金の交付の請求をしようとするときは、 

請求書（別紙様式４）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の取消等） 

第１１条 知事は、補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当した場合は、 

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付決定内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令又は要綱に 



違反したとき。 

２ 前項の規定は、本要綱第９条の規定により、交付すべき補助金の額を確定した後にお

いても適用する。 

 

（補助金の返還） 

第１２条 知事は前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則第 18 条の規定

によりその補助金の返還を命ずる。本要綱第 9 条の規定により交付すべき補助金の額を

確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときも同様とする。 

 

（財産処分の制限） 

第１３条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、「補助事業等によ

り取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成２０年７月１１日付厚生労働

省告示第３８４号）の別表の処分制限期間を経過するまで、知事の承認を受けないで 

この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し

てはならない。 

 

（財産処分に伴う収入の納付） 

第１４条 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、 

その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（消費税等に係る税額控除の申告） 

第１５条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合は、別紙様式７により速やかに知事に

報告しなければならない。 

 ２ 知事は、前項の規定により報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は 

一部を県に納付させることがある。 

 

附則 

１ この要綱は、平成２９年９月１日から施行し、平成２９年度中に実施する事業に係る

補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、 

 各年度中に実施する事業に係る当該補助金にも適用するものとする。 

３ この要綱は、令和４年７月１９日から施行し、令和４年度中に実施する事業に係る補



助金から適用する。 



別表  

１ 対象者 
以下の要件を全て満たす者を対象者とする。 

 

１ 「社会福祉士及び介護福祉士法」附則第１３条の規定及び「千葉県喀痰吸引等研修登録要綱」に基づき、新たに登録研修機関とし

て千葉県に登録の申請をしようとする者であること。ただし、千葉県における初回の登録に限る。 

２ 喀痰吸引等研修を毎年度１回以上実施する予定であること。 

３ 喀痰吸引等研修の対象者として、登録研修機関の法人及びグループ企業等以外の介護職員を含めていること。 

 ４ 登録研修機関の所在地が千葉県内であること。 

  

２ 基準額 

  

４，０００千円を上限とし、知事が必要と認めた額 

 

３ 補助率 

 

１／２ 

 

４ 対象経費 

「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について（喀痰吸引等関係）」(平成２３年１１月１１日社援発第１１１１

号第１号)の「登録研修機関が備えておくべき備品等一覧」に規定する以下の備品の購入経費  

 

     品名 数量 備考 

吸引装置一式 適当数  

経管栄養用具一式 適当数  

処置台又はワゴン 適当数 代替機能を要する床頭台等でも可 

吸引訓練モデル 適当数  

経管栄養訓練モデル 適当数  

心肺蘇生訓練用器材一式 適当数  

人体解剖模型(※) １ 全身模型とし、分解数は問わない。 

（第３号研修のみを実施する登録研修機関を除く。） 

   



 



（別紙様式１） 

 
                                年  月  日  

 
千葉県知事        様 

 
所  在  地 
団  体  名 
代表者職・氏名             

 
 

    年度千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金の交付申請 
について 

 
このことについて、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 
１ 補助金交付申請額   金          円 
２ 千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金補助金所要額調書（別紙１－１） 
３ 千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金支出予定額内訳書（別紙１－２） 
４ 千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業計画書（別紙１－３） 
５ 誓約書（別紙様式５）   
６ 役員名簿（別紙様式６）  
７ 添付資料 
（１）収支予算書（見込書） 
（２）その他参考となる資料（購入予定品の見積書・カタログ等） 

 
  ※市町村が申請する場合は誓約書及び役員名簿の提出は不要とする 
 
 
 
 
 



（別紙１－１） 

 

千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金所要額調書 
 
 

団体名                 
 

総事業費 

 

（Ａ） 

               

円 

負担金その他 

の収入額 

（Ｂ） 

         

円 

差引額 

（Ａ－Ｂ） 

（Ｃ） 

         

円 

対象経費 

支出予定額 

（Ｄ） 

         

円  

基準額 

 

（Ｅ） 

         

円               

選定額 

（ＣＤＥを比較して

最も少ない額）） 

（Ｆ） 

円 

補助率 

 

(Ｇ) 

 

 

補助金所要額 

( Ｆ )×(Ｇ) 

 （ Ｈ ） 

           

円                   

    4,000,000  １/2  

 
 記入上の注意 
 １ 「総事業費（Ａ）」は別紙１－２「千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金支出予定額内訳書」の合計額を記入すること。 
２ 「補助金所要額（Ｈ）」は、１，０００円未満の端数を切り捨てること。 



（別紙１－２） 

千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金支出予定額内訳書  

 

   

      団体名                 

 

 

（単位：円） 

品名 単価 

（Ａ） 

数量 

（Ｂ） 

支出予定額 

（Ａ）×（Ｂ） 

備考 

（メーカー名・品番等） 

吸引装置一式 

 

 

 

   

経管栄養用具一

式 

 

 

 

   

処置台又はワゴ

ン 

 

 

 

   

吸引訓練モデル 

 

 

 

   

経管栄養訓練モ

デル 

 

 

 

   

心肺蘇生訓練用

器材一式 

 

 

 

   

人体解剖模型 

 

 

 

   

 

合    計 

 

  

 



（別紙１－３）  
千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業計画書 

 
 
１ 登録研修機関の名称・所在地・登録申請予定年月日等  

法人名称  
 
 

法人所在地  
 
 

登録申請予定年月  
 

年     月  
 

 
研修課程  

及び  
年間実施予定回数  

 

該当するもの全てに○を記載。  
 ・第１号研修   （年間実施予定：     回 /年）  
 ・第２号研修  （年間実施予定：     回 /年）  
 ・第３号研修  （年間実施予定：     回 /年）  

登録後の  
初回研修予定期間  

 
年  月  日 （～   年  月  日） 

 

 
研修実施場所  

講義  
（施設名・住所）  

 

演習  
（施設名・住所）  

 

実地研修  
（施設名・住所）  

 
 
 

２ 申請備品の購入予定日等  

申請品名 

（↓該当するものに○） 
申請数量 購入予定日 

 吸引装置一式  年 月 日 

 経管栄養用具一式  年 月 日 

 処置台又はワゴン  年 月 日 

 吸引訓練モデル  年 月 日 

 経管栄養訓練モデル  年 月 日 

 心肺蘇生訓練用器材一式  年 月 日 

 人体解剖模型  年 月 日 

 



（別紙様式２）  

 

変更（中止・廃止）承認申請書 
 

  
  年  月  日  

 
 千葉県知事        様 
 

所  在  地 
団  体  名 
代表者職・氏名             

 
 

  年  月  日付け千葉県健指指令第    号で交付決定の  

あった    年度千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金について、

次のとおり変更（中止・廃止）したいので、千葉県補助金等交付規則第５条の

規定により承認を申請します。 
 

１ 変更（中止・廃止）理由 
 
 
 
２ 変更内容 

（１）変更前 
 
 
 

（２）変更後 
 

 
 
 
 
 



（別紙様式３） 

 
  年  月  日  

 
千葉県知事        様 

 
所  在  地 
団  体  名 
代表者職・氏名             

 
 

    年度千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金の事業実績報告 
について 
 

  年  月  日付け千葉県健指指令第    号で交付決定のあった  

    年 度 千 葉 県 喀 痰 吸 引 等 登 録 研 修 機 関 整 備 事 業 費 補 助 金 に つ い て 、 当 該 事 業 を 完

了したので、千葉県補助金等交付規則第１２条の規定により、関係書類を添えて次のと

おり報告します。 
 
１ 補助金精算額   金          円 
２ 千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金精算書（別紙３－１） 
３ 千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金支出済額内訳書（別紙３－２） 
４ 添付資料 
（１）収支決算書（見込書） 
（２）その他参考となる資料（購入品の金額の確認できる領収証等） 
 

 
 
 

 



（別紙３－１） 
 

千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金精算書 

 
 

団体名                    

 
  

総事業費 
 

（Ａ） 
      

円 

負担金その他

の収入額 
（Ｂ） 

         

円 

差引額 
（Ａ－Ｂ） 
（Ｃ） 

       

円 

対象経費 
支出済額 
（Ｄ） 

         

円 

基準額 
 

（Ｅ） 
 

    円 

選定額 

（ＣＤＥを比較し

て最も少ない額） 
（Ｆ）  

       円 

補助率 

 

(Ｇ) 

補助金所要額 
（Ｆ×Ｇ） 
（Ｈ） 

 
       円 

交付決定額 
 

（Ｉ） 
      

円 

補助金 
受入済額 
（Ｊ） 

 
     円 

補助金 
過不足額 
（Ｊ－Ｈ） 

 

円 

    4,000,000  1/2     



（別紙３－２） 

千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金支出済額内訳書  

 

   

      団体名                 

 

 

（単位：円） 

品名 単価 

（Ａ） 

数量 

（Ｂ） 

支出済額 

（Ａ）×（Ｂ） 

備考 

（メーカー名・品番等） 

吸引装置一式 

 

 

 

   

経管栄養用具一

式 

 

 

 

   

処置台又はワゴ

ン 

 

 

 

   

吸引訓練モデル 

 

 

 

   

経管栄養訓練モ

デル 

 

 

 

   

心肺蘇生訓練用

器材一式 

 

 

 

   

人体解剖模型 

 

 

 

   

 

合    計 

 

  

 



（別紙様式４）  

 
請   求   書 

 
 

                           年  月  日  
 

  千葉県知事        様 
  

所  在  地 
団  体  名 
代表者職・氏名            

 
 

     年  月  日付け千葉県健指達第    号で額の確定の 

あった    年度千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金につ

いて、千葉県補助金等交付規則第１５条の規定により、次のとおり請求しま

す。 
 

 
請求金額   金          円 

 

預 金 種 別 
 

振 込 先 
 

振込口座番号 
 

名 義 人 
 

 
 

 

 

 



（別紙様式５） 

誓 約 書 

 

年  月  日 

 

 千葉県知事         様 

 

                     

所  在  地 

団  体  名 

代表者職・氏名            印 

 

 

 補助金の交付を申請した事業を行う者（養成施設、社会福祉協議会等の県が適当と認め

た法人・団体にあってはその役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役、理事若しく

はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又

は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が、千葉県

喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金交付要綱第２条第２項各号のいずれにも該当せ

ず、将来においても当該各号のいずれにも該当しないことを誓約します。       

 また、補助金等の交付申請をするに当たり、上記内容に該当しないことを確認するた

め、千葉県が千葉県警察本部に照会することについて承諾します。 

 なお、誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、補助金の交付を受けら

れないこと又は補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消されることになっても異

議はありません。 

 また、これにより生じた損害については、当方が一切の責任を負うものとします。 



元号
MTSH

年 月 日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

役員等名簿には、補助を受けようとする事業を行う者が

　　・個人である場合は本人を記載すること。

 

　　・養成施設、社会福祉協議会等の県が適当と認めた法人・団体である場合は、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役、理事若しくはこれらに準ずる者、
　　　相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。）を記載すること。
　　　ただし、当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者については、本件補助金の申請に関する権限又は補助事業の執行に関する契約を締結する権限を委任
     されている者を除き省略することができる。

番号 職　名

　

　　　　　住所（法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地）

　　　　　氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

現在における（　私　・　当法人（団体）　）の役員等名簿に相違ありません。

　年　　月　　日

（別紙様式6）                                               役　　員　　等　　名　　簿

住　　　　　所
生年月日

商号又は名称（半ｶﾅ） 商号又は名称（漢字） 氏名（半ｶﾅ） 氏名（漢字）
性別
(M･F)



元号
MTSH

年 月 日

1 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾁﾊﾞ 株式会社千葉 ﾁﾊﾞ ﾀﾛｳ 千葉　太郎 S 40 1 16 M 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 代表取締役

2 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾁﾊﾞ 株式会社千葉 ｲﾁﾊﾗ ﾊﾅｺ 市原　花子 S 51 10 5 F 東京都新宿区西新宿２－８－１ 取締役

3 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾁﾊﾞ 株式会社千葉 ﾅﾗｼﾉ ｶｽﾞｵ 習志野　一男 H 1 6 27 M 神奈川県横浜市中区日本大通１ 監査役

4 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾁﾊﾞ 株式会社千葉 ﾔﾁﾖ ｼﾞﾛｳ 八千代　二郎 T 14 5 1 M 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 会長

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

現在における（　私　・　当法人（団体）　）の役員等名簿に相違ありません。

役員等名簿には、補助を受けようとする事業を行う者が

　　・個人である場合は本人を記載すること。

役　　員　　等　　名　　簿

住　　　　　所
生年月日

商号又は名称（半ｶﾅ） 商号又は名称（漢字） 氏名（半ｶﾅ） 氏名（漢字）
性別
(M･F)

　　・法人その他の団体である場合は、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の
　　 経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。）を記載すること。
　　　ただし、当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者については、本件補助金の申請に関する権限又は補助事業の執行に関する契約を締結する権限を
　　 委任されている者を除き省略することができる。

番号 職　名

　年　　月　　日
　

　　　　　住所（法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地）

　　　　　氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

・半角カタカナで入力

・途中にスペースは

入力しない

・全角文字で入力

・途中にスペースは入力しない

・（株）などに略さない

・半角カタカナで入力

・性と名の間は半角

・全角文字で入力

・性と名の間は全角

スペースを１つ入力

半角数字

・半角アルファベット

大文字で入力

・大正：T、昭和：S、

・半角アルファベット

大文字で入力

・全角文字で入力

・都道府県から入力

・１番１号 ⇒ １－１（ハイフンでつなぐ）

２丁目３番４号 ⇒ ２－３－４



（別紙様式７） 

 
  年  月  日  

 
千葉県知事        様 

 
所  在  地 
団  体  名 
代表者職・氏名             

 
 
    年 度  千 葉 県 喀 痰 吸 引 等 登 録 研 修 機 関 整 備 事 業 費 補 助 金 に 係 る 

 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 報 告 書 
 

  年  月  日付け千葉県健指指令第    号で交付決定のあった    

年度千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金に係る消費税及び地方 
消費税仕入控除税額ついて、下記のとおり報告します。 

 
１ 補助金確定額又は事業実績報告額     金          円 
 
２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る 

仕入控除額 
                    金          円 
 
 

 
＜添付書類＞ 
・２の金額（消費税及び地方消費税仕入控除額）の積算内訳が確認できる書類 


